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○津山圏域衛生処理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則 

令和２年３月３０日 

津山圏域衛生処理組合規則第 1 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，津山圏域衛生処理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例（令和元年津山圏域衛生処理組合条例第 4 条）の施行に関し，必要

な事項を定めるものとする。 

 （準用） 

第２条 津山圏域衛生処理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償については，

津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則（令和２年津山市規則

第２４号）を準用する。この場合において，規則中「市長」とあるのは「管理者」

と読みかえる。 

   付  則 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 


